
届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 1 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3216,1 渡辺歯科医院 〒732-0066
広島市東区牛田本町４－
２－５２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1919号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3232,8 のぶもと歯科 〒730-0044
広島市中区宝町９－２５

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1897号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3326,8 三善歯科医院 〒732-0031
広島市東区馬木５－１４
５５

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1925号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3344,1 医療法人社団　小野歯
科医院

〒730-0049
広島市中区南竹屋町６－
４

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1920号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3388,8 佐々木歯科医院 〒739-1411
広島市安佐北区白木町大
字市川１４６

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第461号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3416,7 あおじ歯科医院 〒739-0301
広島市安芸区上瀬野２－
１２－４６

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1899号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3450,6 かわはら歯科クリニッ
ク

〒734-0053
広島市南区青崎２－４－
３２

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第459号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3465,4 並木歯科クリニック 〒730-0043
広島市中区富士見町４－
１７－２０２

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第460号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3470,4 イースト歯科クリニッ
ク

〒732-0814
広島市南区段原南１－３
－５３

手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第278号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第266号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3553,7 かこまち歯科医院 〒730-0812
広島市中区加古町６－７

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1904号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3647,7 加藤歯科医院 〒730-0052
広島市中区千田町１－５
－８

歯科技工所ベースアップ支援料
　　　（歯技ベ）第1138号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3669,1 一般社団法人広島県歯
科医師会　広島口腔保
健センター

〒732-0057
広島市東区二葉の里三丁
目２番４号

在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第539号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3670,9 出崎歯科医院 〒732-0822
広島市南区松原町３番１
－１１９

口腔機能実地指導
　　　（口実地）第524号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第643号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第626号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 2 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3672,5 医療法人センターはる
歯科

〒730-0031
広島市中区紙屋町二丁目
２番２５号　４Ｆ

小児口腔機能管理料の注５に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第667号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3681,6 豊岡ヘルシー歯科クリ
ニック

〒734-0005
広島市南区翠五丁目２２
番２６号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1908号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3701,2 河内歯科医院 〒734-0014
広島市南区宇品西４－１
－１

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第426号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3704,6 じぞう通り歯科こども
歯科

〒730-0041
広島市中区小町８－２ア
クアステージ小町２階

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第879号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第540号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第433号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第473号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第291号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3710,3 Ｗｅｌｌかむ矯正歯科 〒730-0013
広島市中区八丁堀３－８
ハイネス白峯ビル４０４

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1921号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3712,9 岡崎歯科口腔外科 〒732-0818
広島市南区段原日出１丁
目１５－１３段原スクエ
アビル３階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1902号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3732,7 白島歯科 〒730-0001
広島市中区白島北町３－
１

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第4598号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4697号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第877号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3741,8 つむぎおとなこども歯
科

〒732-0014
広島市東区戸坂大上１丁
目３－５

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第462号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

01,3759,0 澤田歯科医院 〒730-0034
広島市中区新天地４－１
０

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1905号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 3 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3777,2 段原エール歯科・矯正
歯科

〒732-0811
広島市南区段原２丁目１
３－３伊藤ビル１Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1926号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第4599号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4699号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第880号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第541号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第279号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第474号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
光学印象
　　　（光印象）第361号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1823号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第267号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3060,1 杉原歯科医院 〒733-0822
広島市西区庚午中３－５
－２０

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第463号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3160,9 藤井歯科医院 〒733-0812
広島市西区己斐本町１丁
目１９－１１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1918号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3201,1 中国歯科クリニック 〒730-0854
広島市中区土橋町７－１
中国新聞ビル２Ｆ

小児口腔機能管理料の注５に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第664号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第464号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3205,2 にいたに緑井歯科 〒731-0103
広島市安佐南区緑井３－
１２－１４

歯科疾患在宅療養管理料の注７、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８及び小
児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８に規定する在宅歯科医療情報連携加算
　　　（歯医情連）第10号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第465号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3214,4 はまもと歯科医院 〒731-0111
広島市安佐南区東野２－
１１－２９

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第427号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3216,9 第一歯科医院 〒731-3164
広島市安佐南区伴東５丁
目８－１８

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第466号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3223,5 いとう歯科 〒733-0821
広島市西区庚午北２－６
－６

電子的歯科診療情報連携体制整備加算１
　　　（歯医ＤＸ１）第340号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 4 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

02,3230,0 對木歯科医院 〒731-5127
広島市佐伯区五日市４－
２－３６

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第467号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3267,2 小早川歯科医院 〒739-1734
広島市安佐北区口田４丁
目９－２３

睡眠時歯科筋電図検査
　　　（歯筋電図）第23号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3276,3 石嶋歯科医院 〒730-0831
広島市中区江波西１－２
５－６

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第434号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第475号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3347,2 山田歯科医院 〒731-0124
広島市安佐南区大町東３
丁目３－８－５

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4698号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3354,8 古閑歯科医院 〒733-0032
広島市西区東観音町２－
１５ロッコ東観音コーポ

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第428号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3414,0 やまき歯科医院 〒739-1742
広島市安佐北区亀崎２丁
目１４－２１

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第878号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3452,0 はしはら歯科クリニッ
ク

〒731-0113
広島市安佐南区西原１丁
目７－２２

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第468号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3453,8 さくらい歯科クリニッ
ク

〒731-5115
広島市佐伯区八幡東４丁
目３２－２

口腔機能実地指導
　　　（口実地）第525号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 7月 1日

02,3459,5 ロワール歯科 〒733-0011
広島市西区横川町２－１
０－１０　２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1906号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3468,6 よこがわ歯科 〒733-0011
広島市西区横川町３丁目
２－２９横川駅ＮＫビル
３Ｆ

小児口腔機能管理料の注５に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第665号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3577,4 フラワー歯科 〒731-3165
広島市安佐南区伴中央６
丁目１３－３１－３Ａ

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第429号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3587,3 ゆうこう歯科 〒731-0153
広島市安佐南区安東二丁
目１０番２号

歯科技工所ベースアップ支援料
　　　（歯技ベ）第1137号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3611,1 松山歯科医院 〒731-5115
広島市佐伯区八幡東三丁
目１９番１１－５号

歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第495号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 5 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

02,3634,3 公園通り歯科クリニッ
ク

〒731-5125
広島市佐伯区五日市駅前
三丁目１番２５号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1898号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工所ベースアップ支援料
　　　（歯技ベ）第1136号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3648,3 岡橋歯科医院 〒731-0138
広島市安佐南区祇園２－
２３－２０

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1896号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3649,1 かわもと歯科クリニッ
ク　坂の上の歯医者さ
ん

〒731-5124
広島市佐伯区皆賀２丁目
７－２３

歯科技工加算１及び２
　　　（歯技工）第319号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3675,6 渡辺歯科バンビ小児歯
科医院

〒733-0011
広島市西区横川町３丁目
１２－１８横川駅前ビル
３Ｆ

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第430号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第469号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3689,7 ミモザ歯科 〒731-0113
広島市安佐南区西原五丁
目１３番１４号

う蝕歯無痛的窩洞形成加算
　　　（う蝕無痛）第153号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3697,0 八谷歯科・矯正歯科ク
リニック

〒733-0002
広島市西区楠木町１丁目
７－９ＦＫビル１階

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療情報
活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第336号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
　　　　　在宅医療ＤＸ情報活用加算:加算２

02,3702,8 江盛歯科医院 〒733-0823
広島市西区庚午南２－３
５－２０

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第431号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3719,2 ワイズデンタルクリニ
ック

〒731-0103
広島市安佐南区緑井二丁
目２８番２８号

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第470号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3723,4 そらのデンタルクリニ
ック

〒731-5162
広島市佐伯区石内東一丁
目４番２号

歯科技工士連携加算１
　　　（歯技連１）第432号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第471号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3730,9 井口にじいろ歯科・矯
正歯科

〒733-0842
広島市西区井口四丁目７
番１８－７号井口サンフ
ラワービル５階

歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔（Ⅱ）
　　　（歯麻酔Ⅱ）第13号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3735,8 川原歯科・矯正歯科ク
リニック

〒731-0211
広島市安佐北区三入３丁
目７番２４号

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第472号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3743,2 えがお歯科 〒733-0003
広島市西区三篠町三丁目
２０－１０

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1894号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
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02,3744,0 ゆうゆう歯科クリニッ
ク

〒733-0822
広島市西区庚午中３丁目
１２－８児玉ビル１階

電子的歯科診療情報連携体制整備加算２
　　　（歯医ＤＸ２）第604号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
口腔機能実地指導
　　　（口実地）第526号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

02,3750,7 ゆり歯科・矯正歯科 〒733-0821
広島市西区庚午北二丁目
１１－２０フィネスヒロ
タ１Ｆ

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第140号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

05,3041,4 上重歯科医院 〒737-0103
呉市広塩焼１－５－２

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
　　　（地外薬供）第200号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
　　　　　地域支援・外来医薬品供給対応体制加算１

05,3071,1 田澤歯科医院 〒737-0051
呉市中央５丁目２－３

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1821号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

05,3173,5 堂脇歯科医院 〒737-0125
呉市広本町３丁目１－１
９

小児口腔機能管理料の注５に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第666号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

05,3185,9 川本歯科医院 〒737-0811
呉市西中央２丁目１－１
１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1901号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

07,3027,9 石井歯科クリニック 〒725-0021
竹原市竹原町３０７８－
１４

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1900号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

09,3007,7 船木歯科医院 〒723-0016
三原市宮沖１－９－２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1907号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

09,3066,3 医療法人社団　マコト
矯正歯科クリニック

〒723-0004
三原市館町１丁目７－１
金山ビル２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1922号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

09,3080,4 よりかね歯科医院 〒723-0054
三原市頼兼１－２－１２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1923号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

09,3091,1 まつだ歯科医院 〒729-0417
三原市本郷南６丁目２４
－１４

歯科疾患在宅療養管理料の注７、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８及び小
児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８に規定する在宅歯科医療情報連携加算
　　　（歯医情連）第11号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯科訪問診療料の注16に規定する基準
　　　（歯訪診）第1343号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

11,3057,8 カメイ歯科 〒722-0022
尾道市栗原町９３９９－
３誠和ビル１Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1895号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1822号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

11,3093,3 斎藤歯科医院 〒722-2323
尾道市因島土生町１８９
６－４

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1914号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 6月16日　から　令和 8年 6月23日　　歯科］ 令和 8年 6月24日作成 7 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

15,3154,4 内田歯科医院 〒720-0003
福山市御幸町森脇４４０
－６

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1913号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3183,3 魚住歯科医院 〒720-0824
福山市多治米町４－２２
－７

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1915号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3188,2 しげもり歯科医院 〒721-0907
福山市春日町６－２－９

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1912号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3208,8 つちや歯科 〒720-0825
福山市沖野上町４丁目２
２－５

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1916号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3281,5 おおた歯科医院 〒720-0830
福山市水呑町三新田一丁
目７８６番地

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の注５
　　　（歯外在ベⅠ注）第153738号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3328,4 ＲＯＳＥ　ＣＬＩＮＩ
Ｃ

〒720-0065
福山市東桜町１－１ｉｎ
ｅｓ　ＦＵＫＵＹＡＭＡ

外来・在宅ベースアップ評価料（Ｉ）の注５
　　　（外在ベⅠ注）第1559号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3406,8
(15,1672,1)

よく歯科・はるな皮ふ
科

〒729-0104
福山市松永町三丁目２１
－２７－２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1917号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

15,3414,2 新長歯科医院 〒720-0832
福山市水呑町４９９１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1924号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

17,3021,1 府中第一歯科医院 〒726-0032
府中市出口町８８７－１

電子的歯科診療情報連携体制整備加算２
　　　（歯医ＤＸ２）第609号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

25,3058,6 友安歯科診療所 〒739-2114
東広島市高屋町白市１０
４６－２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1911号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

25,3136,0 歯のクリニック　東広
島　歯科・矯正歯科

〒739-0041
東広島市西条町寺家３２
２８－２

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
　　　（地外薬供）第201号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
　　　　　地域支援・外来医薬品供給対応体制加算１

27,3054,1 いわい歯科クリニック 〒738-0026
廿日市市上平良１３０７
－２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1909号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

27,3089,7 やおたにデンタルクリ
ニック

〒738-0026
廿日市市上平良字伴丈木
１２２番地１

電子的歯科診療情報連携体制整備加算２
　　　（歯医ＤＸ２）第606号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
口腔機能実地指導
　　　（口実地）第527号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

32,3022,8 医療法人社団博和会　
平田歯科医院

〒736-0045
安芸郡海田町堀川町３－
５

電子的歯科診療情報連携体制整備加算２
　　　（歯医ＤＸ２）第605号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
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32,3055,8 医療法人社団健口会　
長畑歯科医院

〒736-0046
安芸郡海田町窪町４－５
１

手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第277号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第644号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第265号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第627号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

32,3116,8 甲元歯科医院 〒735-0013
安芸郡府中町浜田二丁目
２番１６号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1903号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

33,3123,2 村上歯科医院 〒739-0424
廿日市市前空５丁目２－
５

歯科技工所ベースアップ支援料
　　　（歯技ベ）第1140号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日

35,3034,6 トマト歯科クリニック 〒731-1533
山県郡北広島町有田１５
３２千代田ショッピング
センターサンクス３Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1910号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 6月 1日


